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よくあるお問い合わせ

サービス利用までの流れ

要介護１～５の人は何が変わるの？

　要介護認定の手続きや介護サービスなどに変更はありません。
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現在、要支援１・２で介護予防サービスを受けている人はどうなるの？

 平成29年４月１日以降の最初の認定有効期間が満了となる時に新しい総合事業に移行しま
す。それまでは、「介護予防サービス」として利用できます。
　介護予防訪問・通所サービスだけを利用している人は、改めて要支援認定の更新手続きを
することなく、基本チェックリストによる判定で、継続してサービスを受けることができま
す。他の介護予防サービスを受けている人は、これまでどおり更新の手続きが必要です。
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基本チェックリストって何？

　原則本人に、生活機能について25項目の
質問に回答していただき、新しい総合事業
の対象者に該当するかを判断するものです。
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介護予防ケアマネジメント★

元気な高齢者

居宅サービス計画★介護予防サービス計画★基本チェックリスト

一般介護予防事業が
利用できます 介護予防・生活支援

サービス事業が
利用できます

介護予防サービスが
利用できます

介護サービスが
利用できます

訪問型サービス
通所型サービス

●元気アップ教室
●認知機能アップ教室
●ふれあいいきいきサロン
●転倒予防教室　など

●介護予防訪問看護
●介護予防通所リハビリ
●介護予防短期入所サービス
●介護予防福祉用具貸与　
●介護予防住宅改修  など

●訪問介護・訪問看護
●通所介護・通所リハビリ
●短期入所サービス
●福祉用具貸与・住宅改修
●施設サービス  など

非該当の人 要支援１・２の人 要介護１～５の人

65歳以上の被保険者 40歳以上65歳未満で
特定疾病により介護や支援が必要な人

要介護・要支援認定申請

65歳以上の全ての人
要支援１・２の認定を受けた人

基本チェックリストで対象者になった人

事業対象者

介護保険課、高齢福祉課、各総合支所市民福祉課(市民課)、地域包括支援
センターで、現在困っていることや希望するサービスなどを相談相談

□ バスや電車で外出していますか
□ 転倒に対する不安は大きいですか
□ 今日が何月何日かわからない時がありますか

基本チェックリスト(一部)

総合事業
とは？

わからないことや
不安なことなど、
ぜひご相談ください

★…地域包括支援センター
の職員などが、心身の状況
や生活に応じてケアマネジ
メントを行います新しい総合事業


